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群馬県新規就農者育成方針 

令和４年 5 月 17 日制定 

１ 新規就農者の確保にむけた課題、目標 

（１）課題 

 本県の農業・農村では農業者の高齢化や減少が進み、農業生産基盤の脆弱化が危惧

されており、地域農業を支える担い手・新規就農者の確保育成が益々重要となってい

るが、人口減少が進む中での人材確保は、一層厳しさを増している状況にある。そこ

で親元就農のみならず、他分野からの新規参入を含め多様な人材確保が求められてい

る。しかし、新規参入においては、「農地の確保」「資金の確保」「営農技術の習得」

など多くの課題がある。 

 そこで親元就農のみならず、第三者継承、UIJ ターンによる他分野からの新規参入、

雇用就農など幅広い就農形態に応じたきめ細かい支援体制の構築が肝要となってい

る。 

（２）目標 

  新規就農者数（４５歳未満）     １７０人／年 

   新規就農者数（４５歳以上６５歳未満） ７０人／年 

                    （群馬県農業農村振興計画 2021 ｰ 2025 より） 

 

２ 新規就農者に対するサポート 

（１）親元就農や第三者継承、UIJ ターンによる就農を促進するため、就農や農業経営を

サポートする体制として、群馬県農業経営・就農支援センターを整備し、オンライン

面談の導入等、就農相談窓口を強化するとともに、関係機関と連携して首都圏での就

農相談や情報提供の充実、短期農業体験等の取組を推進 

（２）先進農業者による実践的な研修や研修機関である農業公社への支援を実施するとと

もに、就農前の研修を後押しする資金や就農直後の経営を確立するための資金を給付 

（３）制度融資・給付金や補助事業を活用した機械導入・施設整備等の初期投資の負担軽

減、発展段階に応じた生産技術や経営改善への支援等、就農後の早期自立・定着を支

援 

（４）農業青年クラブや青年農業士等の地域の若手農業者との交流を支援し、研修会等の

開催を通じて新規就農者が相談できる同世代の仲間作りを推進 

 

３ 本事業の交付対象候補を選定するために都道府県が独自に設定す   

る要件 

（１）群馬県内に住所地を有すること 

（２）ぐんま認定農業者メールマガジン「いきいきホットメール」に登録し、農業経営確    

立に向けた情報収集に努めること 
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４ 本事業の交付対象候補を選定するための基礎となる別表１の２に基

づく県加算ポイントの設定 

 

○積算の方法                           

① 事業実施の前々年度までの３年間の平均の認定農業者数 

② 当該年度に本事業の実施を要望する者数 

③ 県加算ポイント総計 

④ 「県加算ポイントの基準表」における基準ポイントの各要望者の積算値 

⑤ 各要望者の県加算ポイント 

 

（１） 県加算ポイント総計を計算する。 

③＝（①＋②）÷2×5    ※１ 

（２） 「県加算ポイントの基準表」により各要望者の基準ポイントを積算する。 

（３） 各要望者に県加算ポイントを按分する。 

⑤＝④÷（全要望者の④の合計）×③ 

（４）端数調整をする。 

   ⑤の合計値が③を超えたときは、四捨五入により切り上げた端数の小さい順に切り

下げる。 

③に配分可能なポイントが残る場合は、四捨五入により切り上げた端数の大きい順

に切り上げる。 

 

 ○県加算ポイントの基準表 

 取組等の内容 基準ポイント 

農家研修 

※２ 

 

農家等での研修期間：２年以上    

農家等での研修期間：１年以上２年未満 

農家等での研修期間：半年以上１年未満 

２０ 

１５ 

１０ 

農林大等研修 

※３ 

修学年限２年 

修学年限１年以上２年未満   

２０ 

１０ 

中山間地域への就農  

※４、※５ 

中山間地就農 

その他 

１０ 

８ 

年齢 

※６ 

２０代以下 

３０代 

４０代 

１０ 

８ 

６ 

 

※１ 新規就農者育成総合対策実施要綱（別記１）第７（４）および別表１の２（１）に

よる。 

※２ 農家研修と農林大等研修のいずれにも該当する場合は基準ポイントを合計できる 

※３ 群馬県立農林大学校のほか、各道府県立農業大学校及び農業次世代人材事業並びに

就農準備資金において「全国型教育機関」に位置づけられた農業教育専門学校も同等
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に対象とする。 

 

※４ 中山間地域とは、次に掲げる地域とする。 

ア 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（ 令和３ 年法律第 19 号） 第２ 条

第１ 項（ 同法第 43 条の規定により読み替えて適用する場合を含む。）に規定する過

疎地域（ 同法第３ 条第１ 項若しくは第２ 項（ これらの規定を同法第 43 条の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）、第 41 条第１ 項若しくは第２ 項（ 同条第３ 

項の規定により準用する場合を含む。） 、第 42 条又は第 44 条第４ 項の規定により過

疎地域とみなされる区域を含み、令和３ 年度から令和８年度までの間に限り、同法附則

第５ 条に規定する特定市町村（ 同法附則第６ 条第１ 項、第７ 条第１ 項及び第８ 条

第１ 項の規定により特定市町村の区域とみなされる区域を含む。） を、令和３ 年度か

ら令和９ 年度までの間に限り、同法附則第５ 条に規定する特別特定市町村（ 同法附則

第６ 条第２ 項、第７ 条第２ 項及び第８ 条第２ 項の規定により特別特定市町村の区

域とみなされる区域を含む。） を含む。） 

イ 山村振興法第７ 条第１ 項の規定に基づき指定された振興山村 

ウ 特定農山村地域における農林業の活性化のための基盤整備の促進に関する法律（ 平成

５ 年法律第 72 号）第２ 条第１ 項の規定に基づき指定された特定農山村地域 

エ 農林統計区分に用いる中間農業地域又は山間地域。 

 

※５ 中山間地域への就農とは、住所地又は耕作するほ場の過半のいずれかが※３の地域

に該当すること。 

  

※６ 年齢は独立・自営開始時の年齢とする。 

  

 

  

    

 


